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会 議 録 

会議の名称 平成20年度 第1回環境審議会 

開 催 日 時 平成20年4月18日(金曜日) 14時00分から16時00分まで 

開 催 場 所 西東京市役所田無庁舎3階 庁議室 

出 席 者 

【委員】櫻井委員、矢内委員、池田委員、今井委員、渡邊委員、斉藤委員、

太田委員、忠地委員、前島委員 

【事務局】 斉藤生活環境部長、大和田環境保全課長、三城環境計画係長、

西野環境計画係主査、佐藤環境計画係主事 

議 題 

1 開会 
2 新委員委嘱式 
3 西東京市環境基本計画の見直し（中間のまとめ）へのパブリックコメ

ント（市民意見）について 
4 その他 
5 閉会 

会議資料の 

名   称 

【当日配布資料】  

 ・西東京市環境白書（平成18年度環境年次報告書） 

 ・西東京市環境基本計画見直しに係る環境アンケート調査結果 報告書 

【事前配布資料】 

 ・西東京市市民意見提出手続制度（パブリックコメント）市民意見への 

  検討結果 

 ・「西東京市環境基本計画」見直し中間報告 

 ・環境学習基本方針 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容 

（14時00分 開会） 

 

○櫻井会長 

開会を宣言します。 

庁内の人事異動に伴う職員の紹介を斉藤生活環境部長よりお願いします。 

 

○斉藤生活環境部長 

[人事異動による職員紹介] 

 

○櫻井会長 
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それでは、新しい委員の方がお見えになりましたので委嘱式を斉藤生活環境部長からお

願いします。 

  

○斉藤生活環境部長 

[斉藤委員・前島委員に委嘱状の交付] 

 

○櫻井会長 

就任のご挨拶をお願いします。 

 

○斉藤委員 

多摩環境事務所環境改善課長の斉藤です。4月1日に赴任しました、前職は福祉保健局健

康安全研究センターで昨年度は主に餃子事件を担当していました。その前は環境保健とい

う部署でアスベストや喘息等大気汚染の関係等を歴任してきました。これから、いろいろ

勉強しながらやって行きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○前島委員 

教育委員会教育部教育指導課長の前島です。私は公立中学校の理科の教員でしたが、平

成9年から平成14年まで指導室の指導主事として5年間着任し、その後教育長指導部から東

京都青少年治安対策本部に出向していました。今後ともよろしくお願いします。 

 

○櫻井会長 

どうもありがとうございます。今日は傍聴の方が来ていますので活発なご意見をお願い

します。それでは、事務局の方から西東京市環境基本計画の見直し（中間のまとめ）への

パブリックコメント（市民意見）についての説明をお願いします。 

 

○三城環境計画係長 

 [西東京市環境基本計画見直し中間報告(パブリックコメント)の説明] 

 

○櫻井会長 

項目3について、緑被率、みどり率、最終処分場搬入量の数値目標がありますが、環境

基本計画と並行する他の計画との整合性が大切です。 

 

○池田委員 

 項目3について、15ページと17ページのごみ量の目標数値について違いが分かりません。

リサイクル率の25年度目標が35％なのに17ページでは23年度目標として27.6％となって

います。先日、ごみ減量推進課で聞いたところプラスチックを資源化したことにより資源
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化率が既に40％台に載っているとのことですが、その数値をどうするのですか。ごみ有料

化前の12月で37.46％、1月40.67％、2月40.66％という資源化率になっていると聞いてき

ましたが、これ位の数値を維持すると思うので、このままの数値(27.6％)では低すぎるの

ではないでしょうか。 

 

○大和田環境保全課長 

15ページと17ページのリサイクルの目標値ですが、15ページの平成25年度目標は、※2

の注釈のとおり平成14年に策定の一般廃棄物処理計画を基にした目標値です。  

今回の環境基本計画中間見直し中に平成19年度3月に一般廃棄物処理基本計画の見直し

が行われ、平成23年度の短期目標が掲げられていますので、環境基本計画でも、それに準

じた目標値を設定しています。池田委員が言うとおり有料化によって大幅にリサイクル率

が上がり現実としては目標を達成している状況ではありますが、こういった数値について

は本答申で今後議論していただいて、場合によってはごみ減量推進課との調整が必要と考

えています。 

 

○池田委員 

 何か新しいものを加味してほしいと感じました。 

 

○今井委員 

 今後西東京市で建物を建てようとする時に、太陽温水器、太陽電池パネル等をやります

よということが読めませんが、全面にこのようなことのモデルを作ったということはそう

いうものを標準として作るということを意味しているのですか。 

 

○櫻井会長 

 これからエコプラザでいろいろな市民活動が行われます。その中にはエコプラザの建物

事体の省エネ設計を教材として勉強してもらい、同時にエコプラザで様々な市民教育をや

っていかなければなりません。 

 

○三城環境計画係長 

 公共施設の新エネ、省エネ設備の関係ですが、見直しの計画を30ページに西東京市地球

温暖化対策実行計画として載せています。この計画は、公共施設の温室効果ガス排出量を

減らす目的で定めたもので、このたび平成19年度中に見直しが完了し平成20年度からの後

期3年間実行計画を策定したばかりです。 

 この中でも公共施設においても新エネ、省エネの活用について計画を建てて取り組んで

いくと記載しています。また、こうした省エネ関係については設備関係の担当課と調整し

ながら進めていきたいと思っています。 
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○櫻井会長 

 30ページについては、上の部分は市民や事業者が、また下の部分は市で心がけなくては

いけない事です。 

 地球温暖化対策地域推進計画は法律によって東京都には策定義務がありますが、市町村

レベルでは努力義務となっています。そこで、あえて西東京市が策定するということは、

西東京市が一歩進んでいるといえます。 

 また、用語に関しては環境になじみのない人にとっては専門的で難しいということがあ

ると思います。 

 

○今井委員 

このような回答の中で「検討します」と言う用語でなく「計画します」とか「努力しま

す」に変えられませんか。 

 

○斉藤生活環境部長 

公表までに、できるだけ用語を吟味したいと思います。 

 

○太田委員 

30ページの（仮称）西東京市地球温暖化対策地域推進計画の中で「再生可能エネルギー」

と記載されているが「再生可能エネルギー等」に範囲を広めてほしい。 

 人口が20万人以上の場合は、実行計画の中に地域推進計画を入れるようなっていますが

どこが作るのですか。 

 

○大和田環境保全課長 

都道府県や政令指定都市では、地域推進計画が義務化されています。実行計画の方がよ

り政策ベースで予算もきちんと担保されていますので実行計画の中の地域向け環境保全

施策と重複する部分が出てくる可能性があります。そういった部分を整理しなければいけ

ないと思います。西東京市の実行計画にも地域向け保全施策の取り組みが一部入っていま

すので整理が必要と思いますが、実行計画は見直しが終わったばかりですので今までどお

りの括りで策定したいと考えています。 

 

○忠地委員 

環境学習に関連して、教育部と生活環境部の連携が大切になると思いますが、現状はい

かがですか。 

 

○斉藤生活環境部長 
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連携体制は充分で、「西東京市の環境」を小学生授業用に各校に配布しています。 

 

○池田委員 

 31ページに「東大農場や西原自然公園の環境学習フィールドとしての活用」と書いてあ

って、33ページに市民や事業者などが取り組んだ環境保全学習の情報提供とあるが、市民

に情報提供がうまく伝わっていないと思います。 

 

○櫻井会長 

今、エコプラザを情報発信基地として単独のホームページも立ち上げ、また沢山の資料

も揃えるので今後このホームページを活用したらどうですか。 

 

○太田委員 

都市ガスを減らすという目標がありますが、この時の値の熱量が変わりまして今の方が

低いので現状の数値を今の熱量ベースに変えていただきたいと思います。 

 

○斉藤生活環境部長 

事務局と別途協議したいと思います。 

 

○大和田環境保全課長 

本答申に向け西東京市環境基本計画をベースにしてパブリックコメント及び今後の議

論を踏まえた改訂版を作って行くと考えています。重点プロジェクトについてもご意見を

出してもらい少し厚みを付けて原案を出して次回に議論していただくよう考えています。 

 

○櫻井会長 

以上で、パブリックコメントについての審議を終了します。 

次の議題に入りたいと思います。事務局より資料の説明をお願いします。 

 

○三城環境計画係長 

[環境学習基本方針、西東京市環境白書、西東京市環境基本計画見直しに係る環境アン

ケート調査結果報告書の説明] 

 

○今井委員 

西東京市環境白書はどの位印刷されてどう配付されているのですか。 

 

○三城環境計画係長 

400部ほど印刷しまして情報公開コーナー及び図書館に配布し、そこでは貸し出しも行
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っています。後は、関連の環境行政機関にも配布しています。 

 

○櫻井会長 

今後の予定について事務局の方からお願いします。 

 

○三城環境計画係長 

[次回以降の会議について予定を調整] 

 

○櫻井会長 

問題は最終答申案ですが、形としては現在の中間まとめに何か付け加えるのですか。 

 

○三城環境計画係長 

 基本計画が中心と考えています。中間の見直しの方を修正物として変更して行くと考え

ています。基本計画の内容を大きく変えられないところがあります。 

 

○今井委員 

議会にはどう出すのですか。 

 

○斉藤生活環境部長 

報告事項として、これまでの審議の経過と変更後の西東京市環境基本計画を議員に送付

しています。 

 

○櫻井会長 

見直しの必要性と書いてあるところがポイントですので、元の文章を活かしながら最後

的には現在の基本計画の形にしたいですね。 

 

○三城環境計画係長 

最終形に近いものを準備させていただきます。 

 

○櫻井会長 

目次構成がしっかりしていれば流れが解るし、内容はこれと変わらない形で中に挿み込

まれると思います。 

 

○大和田環境保全課長 

重点プロジェクトの見直しによって、修正が必要となる基本方針やデータの書き換え等

が変更点・見直し点が解りやすい資料を作成します。 
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○櫻井会長 

次回の審議の1週間前には各委員へ送られる予定ですので、それを御覧いただいて会議

でご議論いただきたいと思います。 

 

○今井委員 

市長の答申では、前文及び本文の変更部分が解るようにしていれば充分だと思います。。 

 

○三城環境計画係長 

答申は6月27日（金曜日）の予定です。 

 

○櫻井会長 

CO2の推進計画というのは、この答申の後から進めて行くのですか。 

 

○三城環境計画係長 

来年11月ごろ答申という予定で進めて行きます。 

 

○櫻井会長 

市民の環境学習に使えるようになるのはかなり先になりますね。 

 

○三城環境計画係長 

皆様の任期が6月30日までとなっており、次期の審議会委員を市報、ホームページで 

募集していますので申し込みをしていただければと思っています。 

 

○櫻井会長 

皆さんこれを機会にまた応募してください。 

これで本日の審議会を終了します。 

 

 

(15時40分 閉会) 

以上 


